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建築物等の

整備の方針

南部大阪都市計画埴生野地区地区計画の変更（市決定）

当初：平成12年 4月 7日　市告示第 99号
変更：平成16年 9月 3日　市告示第158号
変更：平成22年 8月27日　市告示第189号

名　　　　　称 　埴生野地区地区計画

位　　　　　置 　羽曳野市　羽曳が丘9丁目、10丁目、埴生野　地内

住宅地区１
戸建専用住宅を主体とした低層住宅として、良好な住環境の形成を誘導するため、建築物の用途、敷地規模
及び意匠の制限を行うほか、緑化による良好な街区景観の形成を誘導するため、かき・さくの構造の制限を行
う。

住宅地区２
低層戸建住宅を主体としながらも低・中層共同住宅や店舗等も許容する地区として、変化に富んだ街並みの
形成を誘導するとともに、住宅地区１と調和した住環境を確保するため、建築物の用途、敷地規模、壁面の位
置及び意匠の制限を行うほか、緑化による良好な街区景観の形成を誘導するため、かき・さくの構造の制限を
行う。

住宅地区３
低層戸建住宅を主体としながらも、店舗等許容する地区として、変化に富んだ街並みの形成を誘導するととも
に、住宅地区2と調和した住環境を確保するため、建築物の用途、敷地規模、高さ、壁面の位置及び意匠の
制限を行うほか、緑化の推進による良好な街区景観の形成を誘導するため、かき・さくの構造の制限を行う。

複合施設地区
日常生活に必要な購買施設、業務施設又は公益施設などを計画的に配置するとともに、住宅地区１及び住
宅地区２と調和した住環境を確保するため、建築物の用途、敷地規模及び意匠の制限を行う。

健康ふれあい地区１
商業機能やレクリエーション機能等により、相乗的な効果を創出する街区形成を誘導するため、建築物の用
途及び意匠の制限を行う。

面　　　　　積 　約 25.4 ｈａ

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針

地区計画

の目標

　
　本地区は、羽曳野市中央南部の丘陵地に位置し、明るい長寿社会の実現に向け、若者からお年寄りまでだれも
が緑豊かな自然と親しみながら、スポーツ・レクリェーションを楽しみまたゆとりとうるおいのある住生活を営むことが
できる「南河内・健康ふれあいの郷」整備事業が計画的に進められている地区である。
　このため、地区計画を策定し、開発行為や建築行為の規制・誘導及び緑化の推進を行うとともに、ネットワーク・
配置バランスに配慮した地区施設等の整備を進めることにより、健康と交流機能と住環境が一体となった良好な市
街地の形成を図る。

土地利用の

方針

この地区は、戸建住宅を主体とした低層住宅地とする。

この地区は、戸建住宅を主体としながらも、共同住宅、店舗などと調和した低・中層住
宅地とする。

この地区は、戸建住宅を主体としながらも、店舗などと調和した低層住宅地とする。

この地区は、日常生活に必要な購買施設、業務施設又は公益施設などが調和した複
合施設とする。

この地区は、商業機能やレクリエーション機能による複合的な機能の集積により、相乗
的な効果が創出される地区とする。

この地区は、自然と親しみながらスポーツ・健康づくり、文化・生涯学習に取り組める地
区とする。

地区施設の

整備方針

　
　良好な市街地の形成を図るため、骨格となる道路及び公園・緑地については､地区施設として、位置づけたうえ
で整備を行う。
　その他の地区内の区画道路、公園及び緑地については、大阪府住宅供給公社及び民間開発事業者による開
発事業により整備が図られるが、地区施設の機能の維持・保全を図るため良好なネットワークの形成ならびにバラ
ンスの取れた配置に配慮する。
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建てられない用途

⑨については、戸建て住宅に限定。

⑥については、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これに類する食品製造業を営むもの（原動機を使用
　する魚肉の燻製品の製造及び糖衣機使用する製品の製造に該当するものを除く。）に限定。
⑦自動車販売業を営むもので、作業場の床面積の合計が150㎡以下の自動車修理工場に限定。
⑧については、ガソリンスタンドに限定。

④については、診療所に限定。
⑤については、倉庫、自動車車庫は、許容される建築物に附属するものに限定。

②については、一戸建て住宅、二戸建て長屋住宅又は共同住宅に限定。
③については、集会所に限定。

①については、一戸建て住宅又は二戸建て長屋住宅に限定。

（２）地区計画による制限
× 　建てられない用途

　建てられる用途
　　１）については、一定規模以下のものに限り建築可能

（１）用途地域による制限

　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　多い施設
　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　    やや多い施設
　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　少ない施設 ×

火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が非常に少な
い施設

× ⑧

危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場

作業場の床面積の合計が150㎡を超える工場又は危険性や環境を
悪化させるおそれが多いもの

日刊新聞の印刷所、作業場の床面積の合計が300㎡以下の自動
車修理工場

×

作業場の床面積の合計が150㎡以下の工場で危険性や環境を悪
化させるおそれが少ないもの

×

作業場の床面積の合計が150㎡以下の自動車修理工場 ⑦

作業場の床面積の合計が50㎡以下の工場で危険性や環境を悪化
させるおそれが非常に少ないもの

× ⑥

個室付浴場業に係る公衆浴場等
キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール等
　　　　　　〃　　　　　　　　　　200㎡以上　　　　　　　〃

客席の部分の床面積の合計が200㎡未満の劇場、映画館、演芸
場、観覧場

×

営業用倉庫、3階以上又は床面積の合計が300㎡を超える自動車
車庫（一定規模以下の附属車庫等を除く）

⑤

2階以下かつ床面積の合計が300㎡以下の自動車車庫 × ⑤
カラオケボックス等 ×
マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票権発売所等 × ×
自動車教習場、床面積の合計が15㎡を超える畜舎 × ×
ホテル、旅館 × ×
ボーリング場、スケート場、水泳場等 × ×
上記以外の事務所等 ×
上記以外の物品販売業を営む店舗、飲食店 ×
　　　　　　〃　　　500㎡以内　　　　　〃 ×
床面積の合計が150㎡以内の一定の店舗、飲食店等
病院 ×
大学、高等専門学校、専修学校等 ×
巡査派出所、公衆電話所等
老人福祉センター、児童厚生施設等 １）　× １）　× １）　×
保育所等、公衆浴場、診療所 ④ ④ ④
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等 × × ×
神社、寺院、教会等 × × ×
図書館等 × ③ ③
幼稚園、小学校、中学校、高等学校 × ③ ③
兼用住宅のうち店舗、事務所等の部分が一定規模以下のもの
住宅、共同住宅、長屋、寄宿舎、下宿 ① ② ⑨

例　　　示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 用途地域
第１種低層住
居専用地域

第２種低層住
居専用地域

第２種住居地
域

近隣商業地域

建築物等の用途の制限
（埴生野地区地区計画区域内）

地区計画 住宅地区１ 住宅地区２ 住宅地区３ 複合施設地区



●

①

②
・

③

・

④

・

・

◆

◆

◆

◆

◆

上記ルールはグリーンコリドールに面する区間及び門柱・門扉・車庫の入口部分には適用しな
い。

【原則１】

塀の内側にそって中高木（通常の成木で高さ３．０ｍを超える樹木で、植栽時点で２．５ｍ以
上のもの）が、それぞれの道路面に対して敷地延長を６で除した数以上に植栽されているも
の

宅地地盤からの高さが１．８ｍを超えるブロック塀等

ブロック塀等の高さの基準となる宅地地盤は開発造成時のものとする。

擁壁は原則として規制しないが、一体的な塀とみなすことができるものについては上記ルール
を適用する。

ブロック塀の場合は、吹付タイルや塗装等による化粧が必要（剥き出しの空洞ブロックは不可）

ブロック塀等を化粧する場合は、落ち着いた色合いのものとする。

道路に面する敷地境界から０．５ｍ以上後退しており、後退した部分が緑化されているもの

【条件付き】
宅地地盤からの高さが１．８ｍ以下のブロック塀等

または
１．０ｍ以上の奥行を含む形態で、面する各道路についてトータルで５．０ｍ以上かつ０．５㎡
以上の緑化空間があるもの
（角地コーナーの緑化空間は、それぞれの道路に対して重複してカウントできる）

埴生野地区地区計画における道路に面するかき・さく等の基準

【原則２】

　この上に①に該当するものを設置することも可
宅地地盤からの高さが１．５ｍ以下のブロック塀等

生垣及び鉄柵、パイプフェンス、ネットフェンス等の透視可能なもの

設置できるもの

補足１



① 生垣

道路 宅地 道路 宅地

②

道路 宅地 １．５ｍ以下 道路 宅地 １．５ｍ以下

③

１．８ｍ以下

道路 宅地

④
０．５ｍ以上

低木・花壇等 １．８ｍ超

または

道
路

道路

補足２

緑化空間

どこかで１．０ｍ以上の奥行
があり、トータルで５．０ｍ以
上、５．０㎡以上

緑化空間

どこかで１．０ｍ以
上の奥行があり、
トータルで５．０ｍ
以上、５．０㎡以上

ブロック塀の場合は、吹付タイル
や塗装により化粧を施したもの（剥
き出しの空洞ブロックは不可）

ブロック塀の場合は、吹付タイルや塗装により化粧を施したもの（剥き出しの
空洞ブロックは不可）

イメージ

ブロック塀の場合は、吹付タイル
や塗装により化粧を施したもの（剥
き出しの空洞ブロックは不可）

鉄柵・パイプフェンス
等（透視可能なもの）

鉄柵・パイプフェンス
等（透視可能なもの）



（ 住 宅 地 区 １ ・ ２ ）  

          誓     約     書  

 

                         年   月   日  

 

 

 羽 曳 野 市 長          様  

 

 

             申 請 者  住 所  

                 氏 名                

 

             申 請 地  羽 曳 野 市  

 

 

   上 記 申 請 地 に お い て 、 申 請 者 が 建 築 す る 建 築 物 等 に つ い て 、 埴 生 野  

  地 区 地 区 計 画 の 主 旨 を 遵 守 し 下 記 の 二 点 に つ い て 誓 約 い た し ま す 。  

 

 

                 記  

 

 

  誓 約 事 項  

  １ ． 建 築 物 等 の 形 態 又 は 意 匠 に つ い て  

     屋 根 、 外 壁 等 の 色 彩 は 、 良 好 な 市 街 地 形 成 を 図 る た め 、 落 ち  

    着 い た 色 合 い の も の と し 、 看 板 、 広 告 板 及 び 案 内 板 に つ い て も 、  

    周 辺 の 環 境 を 損 な わ な い も の と す る 。  

 

  ２ ． か き 又 は さ く の 構 造 に つ い て  

     道 路 に 面 す る か き 又 は さ く の 構 造 は 良 好 な ま ち な み 形 成 に 資 す  

    る よ う 景 観 に 配 慮 し た も の と す る 。  



（ 住 宅 地 区 ３ ）  

          誓     約     書  

 

                         年   月   日  

 

 

 羽 曳 野 市 長          様  

 

 

             申 請 者  住 所  

                 氏 名                

 

             申 請 地  羽 曳 野 市  

 

 

   上 記 申 請 地 に お い て 、 申 請 者 が 建 築 す る 建 築 物 等 に つ い て 、 埴 生 野  

  地 区 地 区 計 画 の 主 旨 を 遵 守 し 下 記 の 二 点 に つ い て 誓 約 い た し ま す 。  

 

 

                 記  

 

 

  誓 約 事 項  

  １ ． 建 築 物 等 の 形 態 又 は 意 匠 に つ い て  

     屋 根 、 外 壁 等 の 色 彩 は 、 良 好 な 市 街 地 形 成 を 図 る た め 、 落 ち  

    着 い た 色 合 い の も の と し 、 看 板 、 広 告 板 及 び 案 内 板 に つ い て も 、  

    周 辺 の 環 境 を 損 な わ な い も の と す る 。  

 

  ２ ． か き 又 は さ く の 構 造 に つ い て  

     道 路 に 面 す る か き 又 は さ く の 構 造 は 、 良 好 で 緑 豊 か な ま ち な み の 形

成 に 資 す る よ う 景 観 と 緑 化 に 配 慮 し た も の と す る 。  

 



（ 複 合 施 設 地 区 ）  

          誓     約     書  

 

                         年   月   日  

 

 

 羽 曳 野 市 長          様  

 

 

             申 請 者  住 所  

                 氏 名                

 

             申 請 地  羽 曳 野 市  

 

 

   上 記 申 請 地 に お い て 、 申 請 者 が 建 築 す る 建 築 物 等 に つ い て 、 埴 生 野  

  地 区 地 区 計 画 の 主 旨 を 遵 守 し 下 記 に つ い て 誓 約 い た し ま す 。  

 

 

                 記  

 

 

  誓 約 事 項  

  １ ． 建 築 物 等 の 形 態 又 は 意 匠 に つ い て  

     屋 根 、 外 壁 等 の 色 彩 は 、 良 好 な 市 街 地 形 成 を 図 る た め 、 落 ち  

    つ い た 色 合 い の も の と し 、 看 板 、 広 告 板 及 び 案 内 板 に つ い て も 、  

    周 辺 の 環 境 を 損 な わ な い も の と す る 。  

 

   

 



（ 健 康 ふ れ あ い 地 区 １ ）  

          誓     約     書  

 

                         年   月   日  

 

 

 羽 曳 野 市 長          様  

 

 

             申 請 者  住 所  

                 氏 名                

 

             申 請 地  羽 曳 野 市  

 

 

   上 記 申 請 地 に お い て 、 申 請 者 が 建 築 す る 建 築 物 等 に つ い て 、 埴 生 野  

  地 区 地 区 計 画 の 主 旨 を 遵 守 し 下 記 に つ い て 誓 約 い た し ま す 。  

 

 

                 記  

 

 

  誓 約 事 項  

  １ ． 建 築 物 等 の 形 態 又 は 意 匠 に つ い て  

     屋 根 、 外 壁 等 の 色 彩 は 、 良 好 な 市 街 地 形 成 を 図 る た め 、 落 ち  

    つ い た 色 合 い の も の と し 、 看 板 、 広 告 板 及 び 案 内 板 に つ い て も 、  

    周 辺 の 環 境 を 損 な わ な い も の と す る 。  

 

   

 



南部大阪都市計画埴生野地区地区計画の区域内における建築物の 

制限に関する条例 

 

制  定 平 12.６.23 条例 36 

                        最近改正 平 22.９.３ 条例 24 

 

（目的） 

第１条 この条例は、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。）第

68 条の２第１項の規定に基づき、南部大阪都市計画埴生野地区地区計画（以下「埴

生野地区地区計画」という。）の区域内における建築物に関する制限を定めることに

より、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令（昭和 25 年政令第 338

号。以下「政令」という。）及び埴生野地区地区計画の定めるところによる。 

（適用区域） 

第３条 この条例は、埴生野地区地区計画の区域内に適用する。 

（建築物の用途に関する制限） 

第４条 次の各号に掲げる埴生野地区地区計画の地区整備計画において細区分された

地区（以下「地区」という。）内においては、当該各号に定める建築物を建築しては

ならない。 

(１) 住宅地区１内 別表ア欄に掲げる建築物以外の建築物 

(２) 住宅地区２内 別表イ欄に掲げる建築物以外の建築物 

(３) 住宅地区３内 別表ウ欄に掲げる建築物以外の建築物 

(４) 複合施設地区内 別表エ欄に掲げる建築物 

２  法第３条第２項の規定により前項の規定の適用を受けない建築物について次に掲

げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、同条第３項第３号及び第４

号の規定にかかわらず、前項の規定は適用しない。 

(１) 増築又は改築が基準時（法第３条第２項の規定により前項の規定の適用を受け

ない建築物について、同条第２項の規定により引き続き前項の規定の適用を受け

ない期間の始期をいう。以下同じ。）における敷地内におけるものであり、かつ、

増築後又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に



対してそれぞれ法第 52 条第１項又は第２項及び法第 53 条の規定に適合すること。 

(２) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の 1.2 倍を超えないこ

と。 

(３ ) 増築後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計

は、基準時におけるその部分の床面積の合計の 1.2 倍を超えないこと。 

（建築物の容積率に関する制限） 

第５条 住宅地区３内における建築物の容積率は、10 分の 15 の数値を超えてはならな

い。 

（建築物の敷地面積に関する制限） 

第６条 次の各号に掲げる地区内における建築物の敷地面積は、当該各号に定める面積

以上でなければならない。 

(１) 住宅地区１内 150 平方メートル（二戸建ての長屋住宅にあっては、225 平方

メートル） 

(２) 住宅地区２内 120 平方メートル（二戸建ての長屋住宅にあっては 180 平方メ

ートル、共同住宅にあっては一住戸毎に４０平方メートル） 

(３) 住宅地区３内 120 平方メートル 

(４) 複合施設地区 100 平方メートル（二戸建ての長屋住宅にあっては 150 平方メ

ートル、１戸増える毎に 100 平方メートルを加算した面積） 

２ 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同

項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の

敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全

部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、

同項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建

築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合することとなった土地について

は、この限りでない。 

（壁面の位置に関する制限） 

第７条 住宅地区２内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱（以下「外壁等」

という。）の面から敷地境界線までの距離は、0.5 メートル以上でなければならない。 

２ 住宅地区３内においては、外壁等の面から前面道路との敷地境界線までの距離は、

１メートル、これ以外の敷地境界線までの距離は、0.5 メートル以上でなければなら

ない。 



３ 前２項の規定に適合しない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号のいず

れかに該当する場合においては、同項の規定は、適用しない。 

(１) 車庫、物置その他これらに類する用途に供するものであること。 

(２) 外壁等の中心線の長さの合計が３メートル以下であること。 

（建築物の高さに関する制限） 

第８条 住宅地区３内においては、建築物の高さは、10 メートルを超えてはならない。。 

（建築物の敷地が区域等の内外にわたる場合の措置） 

第９条 建築物の敷地が第３条に規定する区域の内外にわたる場合で、その敷地の過半

が当該区域内に存するときは、その敷地の全部について第４条及び第６条の規定を適

用する。 

２ 建築物の敷地が地区の２にわたる場合における第４条の規定の適用については、そ

の敷地の過半が存する地区の規定を適用する。 

（公益上必要な建築物等の特例） 

第１０条 公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと市長が認めて許可

したものについては、第４条又は第６条の規定は、適用しない。 

（罰則） 

第１１条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000 円以下の罰金に処する。 

(１) 第４条第１項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主 

(２) 法第 87 条第２項において準用する第４条第１項の規定に違反した場合におけ

る当該建築物の所有者、管理者又は占有者 

(３) 第６条第１項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主（建築物を建

築した後において、当該建築物の敷地を分割することにより、同項の規定に違反

した場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者） 

 (４ ) 第５条、第６条第１項、第７条第１項又は第８条の規定に違反した場合におけ

る当該建築物の設計者（設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従

わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者） 

２ 前項第４号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意による

ものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同

項の罰金刑を科する。 

３ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は

人の業務に関して、前２項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほ



か、その法人又は人に対して第１項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、

使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意

及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限

りでない。 

（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

   附 則（平 12.６ .23 条例 36） 

 この条例は、交付の日から施行する。 （平 12.６ .23 施行） 

   附 則（平 16.９ .３ 条例 24） 

 この条例は、交付の日から施行する。 （平 16.９ .３施行） 

附 則（平 22.９ .３ 条例 24） 

 この条例は、交付の日から施行する。 （平 22.９ .３施行） 

 

別表 

ア 住宅地区１内に建築

することができる建

築物 

(１ ) 法別表第２（い）項第１号に掲げるもの（長屋

住宅については二戸建てに限る。） 

(２ ) 法別表第２（い）項第２号、第８号及び第９号

に掲げるもの 

(３ ) 前各号の建築物に附属するもの（政令で定める

ものを除く。） 

イ 住宅地区２内に建築

することができる建

築物 

(１ ) 法別表第２（い）項第１号に掲げるもの（長屋

住宅については二戸建てに限る。） 

(２) 共同住宅（一住戸当たりの床面積は 50 平方メー

トル以上とする。） 

(３) 集会所 

(４ ) 法別表第２（い）項第２号、第８号及び第９号

に掲げるもの 

(５) 法別表第２（ろ）項第２号に掲げるもの 

(６ ) 前各号の建築物に附属するもの（政令で定める

ものを除く。） 



ウ 住宅地区３内に建築

することができる建

築物 

(１ ) 法別表第２（い）項第１号に掲げるもの（戸建

て専用住宅に限る。） 

(２) 集会所 

(３ ) 法別表第２（い）項第２号、第８号及び第９号

に掲げるもの 

(４) 法別表第２（ろ）項第２号に掲げるもの 

(５ ) 前各号の建築物に附属するもの（政令で定める

ものを除く。） 

エ 複合施設地区内に建

築してはならない建

築物 

(１) 自動車車庫（建築物に附属するものを除く。） 

(２ ) 法別表第２（に）項第３号から第６号までに掲

げるもの 

(３) 法別表第２（ほ）項第２号に掲げるもの 

(４) 法別表第２（へ）項第３号に掲げるもの 

(５) 倉庫（建築物に附属するものを除く。） 

(６) 工場（政令第 130 条の６で定めるもの及び自動

車 販 売 業 を 営 む も の で 作 業 場 の 床 面 積 の 合 計 が

150 平方メートルを超えない自動車修理工場を除

く。） 

(７) 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物（ただし、

ガソリンスタンドを除く。） 

 


